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［Abstract］	  
 Users are required to read privacy policies then decide their privacy settings on Social Media. Most users are aware which 
personal information will be disclosed while EU and the U.S. regard transparency is necessary for individuals to control privacy. 
According to the research on university students and literature review, it does not seem to work that users read huge amount of 
policies and memorize each meanings of various icons. So, what is necessary for practical privacy control is not only user 
education but also “simple” way of consent about privacy.   
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１．	 はじめに	 

	 

2 インターネットとプライバシー	 
2.1	 プライバシーの定義	 

5

ソーシャルメディア利用における実効性のあるプライバシーのコントロール
What is the Practical Way to Control Privacy Settings for Uses on Social Media?

情報社会学会誌 Vol.10  No.1　原著論文



Bélanger

2.2 利用者に対する透明性：欧州と米国の動向	 

 

2013年10月にはLIBE委員会で委

員会提案を修正の上可決、2014年3月には欧州議会で修正案を可決している。 
 

(2) 米国消費者プライバシー権利章典 
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2.3 ソーシャルメディア利用とプライバシー	 

 

２．	  
図 1 ソーシャルメディアでの実名・ハンドル利用率（平成 23 年情報通信白書をもとに作成） 

 

 

 
図 2 ソーシャルメディアの利用率（平成 26 年情報通信白書より引用） 
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2.4 自分に関する情報の取り扱いについての意向	 

	  
図 3 （左）どんな場合にも公表したくないデータの種類（平成 25 年度情報通信白書を元に筆者作成） 

図 4 （右）サービス提供事業者によるデータ利用のうち抵抗感を感じる方法（平成 25 年度情報通信白書を元に筆者作成） 

 

 
図 5（左）事前同意なしの設定変更について（平成 25 年度情報通信白書を元に筆者作成） 

図 6（右）ソーシャルメディアで第三者に実名が公開されることについて（平成 25 年度情報通信白書を元に筆者作成） 

                                                        
1 白書の調査では、日本、米国、英国、フランス、韓国、シンガポールが対象となっている 
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図 7 パーソナルデータ保護のために日常から講じている対策 （平成 25 年度情報通信白書を元に筆者作成） 

	 

2.5 問題意識：実効性	 

	 

３．ソーシャルメディア利用におけるプライバシーの理解	 

3.1	 調査設計と概要	 

	 2節で述べたように、10代から20代のソーシャルメディア利用率は高い。この年齢層は、サービス利用におけ

る自分の情報の開示についてどのような意識を持ち、実際に開示しているのか。これを明らかにするために、首

都圏の私立大学に通う大学生を対象として、下記のリサーチ・クエスチョンを設定し、調査を実施した2。なお、

本論文では、実名による利用を規約で定めているFacebookの利用に関する部分を分析対象とした。	 

	 

	 RQ1	 )	 利用者の情報公開に対する意向と、実際の行動に合致しているのだろうか。	 

	 RQ2	 )	 利用者はサービス利用における情報公開の設定について、正しく理解しコントロールできているのか。	 

	 

	 調査の概要は表 1の通りである。調査は質問紙による方法で行ったが、情報公開の意向に関しての問いは表面、

実際の行動およびFacebookのサービスに対する知識を問う問いは裏面に配置する工夫をした。	 

なお、回答者のソーシャルメディアサービスの利用状況については、回答者の98.0%がLINE、82.0%がTwitter	 

75.5%がFacebookを利用中であった。	 

	 

	 

	 

                                                        
2 本調査の結果の一部は、情報社会学会2014年研究発表大会WIPセッションにおいて発表している[13] 
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表 1 調査概要 

調査時期	 2013年10月下旬（2週間にわたって各ゼミを訪問）	 

調査方法	 質問紙による調査	 

調査対象	 首都圏私立大学Ａ	 人間環境学部	 2年生および3年生	 

有効回答数	 103名（男42名・女61名）	 

平均年齢	 20.8歳	 

	 

3.2	 	 調査結果	 

	 (1)	 	 個人情報公開・非公開の意向について	 

	 	 

	 

 
図	 8	 情報と開示の意向	 

	 

	 (2)	 	 実際のサービス利用	 

 
図 9 Facebook で公開している項目 (N=98) 

 

(3)	 サービスに対する理解について	 
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図 10 アンケート設問で提示した例および結果 

	 

3.3	 考察	 

	 それぞれのリサーチ・クエスチョンについて、調査結果から考察する。	 

	 

RQ1）	 利用者の情報公開に対する意向と、実際の行動に合致しているのだろうか。	 

	 

RQ2)	 利用者はサービス利用における情報公開の設定について、正しく理解しコントロールできているのか。	 
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４.	 プライバシー設定の周知に関する関連研究	 

	 

4.1	 読まれないプライバシーポリシーとアイコン	 

	 

	 	 

4.2	 	 プライバシーポリシーは的確か	 

4.3	 利用者は意思決定をするのか	 

	 

	 

	 

                                                        
3 米国ではすべての食品に標準化されたnutrition label を記載することを義務付けている。 
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5．考察	 	 

6．おわりに	 
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７． 結論 

 

要件定義プロジェクトにおける成否の判断基準であるQCDスコア、およびプロジェクトの外的状況により、要

件定義プロジェクトの成否とステークホルダー間の信頼賦存量には因果関係が認められると推定される。これは、

要件定義の成否とステークホルダー間の信頼度については因果関係が認められると言うことでもある。 

 要件定義におけるプロジェクトは、その成立および遂行にあたり様々な事情を持っており、それが要件定義の

成否に大きく関わることは明確であった。それらの事情の多くが、ステークホルダー間の信頼賦存量に影響する

事を評価できた。つまりプロジェクトの抱える事情により、ステークホルダー間に信頼賦存量が増減すると言え

る。  

また、これは別途提唱している要件定義における信頼マネジメント下の要件定義基本モデルに、今回の結果を

当てはめ、その有用性を説明する事ができた。要件定義信頼マネジメントモデルが有効であると証明できたと言

える。 
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